
ミ
ヨ

恕
し
た
が
中
刻
L
、
天
正
十
五
年
日
鋭
が
再
興
し
た

と
い
ふ
。
能
資
名
跡
志
に
は
、『
妙
祭
寺
と
い
ふ
よ
き

寺
あ
り
。
是
は
限
森
山
間
左
衛
門
と
い
ひ
し
人
の
側
部一

の
問
。
』
と
犯
す
。

ミ
ヨ
ウ
ェ
イ
ジ
明
策
寺

臨
来
郡
山
戸
品
川
川
に
あ

っ
て
、
民
宗
一
肌
涯
に
闘
す
る
。
明
治
十
三
年
か
ら
寺

似
を
会
抑
制
し
た
。

Z
ヨ
ウ
エ
ン
イ
ン

妙
回
院

加
mu
滞
京
第
十
三

代
前

m
m携
の
男
鈎
次
郎
の
法
制
町
。
昨
L
〈
は
妙
剛

腕
滞
心
宗
祖
鴨
川
子
。

ミ
ヨ
ウ
エ
ン
ジ

妙
岡
寺

金

m
m道
新
附
に
在

っ
て
、
数
徳
山
と
蹴
し
、
日
間
山
宗
に
印
す
る
。
天
正

十
四
年
日
柑
の
創
建
と
い
ふ
。

ミ
ヨ
ウ
エ
ン
ジ

妙
回
寺

能
楽
郡
小
松
東
町
に

在
っ
て
、
円
山
由
宗
に
邸
す
る
。

山
川
配
は
怯
日
山
。
天

正
一苅
年
妙
山
田
寺
日
野
の
巡
鈴
し
た
時
、
天
台
宗
州
生

寺
の
利
仙
之
に
郎
伏
し
て
、
名
を
妙
剛
院
日
仙
と
臨

め
、
次
い
で
村
上
組
問
明
か
ら
等
地
を
得
て
妙
間
寺
を

創
建
し
、
一
止
保
二
年
前
川
利
協
の
命
に
よ
り
今
の
所

へ
診
っ
た
の
で
あ
り
、
明
治
問
寸
年
同
地
京
抽
出
苛
を

併
合
し
た
。

Z
ヨ
ウ
エ
ン
ジ

明
回
寺

河
北
市
興
一
部
に
在
っ

て
、民
宗
東
振
に
邸
す
る
。
も
と
遊
説
で
あ
っ
た
が
、

明
治
十
二
年
七
且
寺
蹴
の
公
棋
を
許
さ
れ
た
。

Z
ヨ
ウ
エ
ン
ジ
明
悶
寺

刑
制
的
制
州
政
伎
に
在
っ

て
、
長
宗
京
仮
に
邸
す
る
。

ξ
ヨ
ウ
オ
ウ
イ
ン

明
王
院

金
保
入
柿
川
の
上

卯
反
山
に
在
っ
て
、
良
一泊世
間
に
四
回
し
た
が
、
今
は
無

い
。
寺
促
に
、
も
と
は
後
に
本
多
安
房
民
放
に
な
っ

た
所
に
在
。
、
前
倒
利
家
以
来
の
祈

m
mで
、
震
宕

祉
を
建
て
、
金
持
山
愛
宕
智
明
斗
-
肢
と
い
う
た
が
、

路
長
六
年
金
閉
山
城
の
鬼
門
先
に
日
る
卯
医
山
に
凶
作
刊

を
命
ぜ
ら
れ
、
民
放
在
列
制
し
た
と
あ
る
。

ミ
ヨ
ウ
オ
ウ
イ
ン
明
王
院

江
沼
郡
那
谷
寺
中

の
一
坊
で
、
今
笥
花
王
慌
の
南
に
明
王
院
屋
敷
の
治

名
を
得
す
る
。
天
文
二
十
年
二
周
明
王
院
簿
依
が
左

術
門
尉山
口
駅
光
任
と
附
答
し
た
紋
が
あ
b
、
永
政
二

年
九
万
叶
四
日
銀
依
の
泌
化
し
た
時
光
任
が
迫
替
の

献
も
あ
る
。
そ
の
雌
紛
し
た
年
紀
は
祥
か
で
な
い
が
、

前
川
利
治
の
頃
に
は
M
M
に
存
在
し
な
か
っ
た
。

ミ
ヨ
ウ
オ
ウ
イ
ン
明
王
院

鳳
至
郡
中
屈
に
在

っ
て
、
良
吉
宗
に
邸
す
る
o
永一
正
二
年
弘
氏
阿
附
梨

の
科
訟
で
あ
っ
た
が
、
戦
闘
の
院
に
爽
減
し
、
そ
の

後
快
肢
と
い
ふ
占
有
又
之
を
復
興
し
た
。
貸
永一
元
年
一

関
記
に
、
こ
の
寺
に
仰
の
大
木
が
あ
る
と
砲
し
て
ゐ

る。
ミ
ヨ
ウ
オ
ウ
ジ

妙
願
寺

金
制
州
市
出
金
屋
町
に
在

っ
て
、
金制仰
山
と
脱
し
、
日
加
盟
宗
に
関
す
る
。
天
正

十
三
年

日
宗
と
い
ふ
者
柏
木
町
に
之
を
創
立
し
た

が
、
邸
M
N
四
年
械
外
の
惣
怖
を
諮
る
に
際
L
、
そ
の

等
地
を
牧
め
て
修
理
谷
上
に
替
地
を
m
闘
は
り
、
時
い

で
阿
川
巾
山
川
阿
川
町
に
妙
。
、
後
X
今
の
地
に
耐
判
じ
た
。

ミ
ヨ
ウ
ォ
ン
イ
ン

妙
音
院

石
川
制
的
来
な
る

金
創
宮
附
闘
の
哲
院
で
あ
っ
た
。
親
元
日
記
文
明
十

一
年
八
月
叶
五
日
の
僚
に
、
加
州
白
山
金
創
宮
妙
脅

院
と
見
え
る
。

ミ
ョ
ウ
ガ
ギ
ン

防
波。

冥
加
銀

l
y
ヨ
ウ
ギ

ヨ
ウ

εヨ
ウ
カ
h
y

明
隠
明
党
は
加
刊
の
人
で
、
悉

公
の
研
究
家
で
あ
る
。
策
L
我
が
凶
の
悉
必
は
、
天

平
入
年
初
め
て
例
微
に
よ
り
て
併
へ
ら
れ
た
と
い
は

れ
る
が
、
後日
T
安
明
に
入
っ
て
、
前
林
寺
の
宗
容
は

悉
以
私
記
を
・4
L
、
五
大
院
の
安
然
も
亦
怒
川出
阪
を

科
し
た

omも
此
mu
の
mu
は
、
天
台
の
智
院
が
若
L

K
悉
公
字
氾
を
組
泌
し
た
も
の
で
、
先
手
の
綴
手
渡

脅
を
除
い
た
に
止
っ
て
ゐ
た
。
然
る
に
問
先
は
何
等

の
師
僻
な
く
、
古
今
の
波
郭
仰向
刊
に
於
け
る
棚
間
的
の

奥
閥
を
比
較
し
、
そ
の
回
世
間関の
同
っ
て
来
っ
た
所
を

説
明
せ
ん
と
し
た
も
の
で
、
彼
が
研
究
の
惚
院
は
れ

に
務
艇
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
は
れ
、
郎
徳
元

年
五
且
に
悉
公
大
底

一
程
を
、
抱
治
七
年
十
二
且
に

反
管
作
法
一
容
を
、
ポ
徳
二
年
八
且
に
四
家
悉
公
偲

一
容
及
び
発
脅
義
回
答
を
、
年
代
不
詳
に
悉
沿
袈
訣

四
容
を
諾
し
た
。
悉
込
刷
出
訣
は
、
安
永
三
年
高
野
山

金
剛
的
寺
の
沙
門
九
百
同
地
に
よ
り
て
上
梓
せ
ら
れ
た
も

の
で
、
そ
の
第
三
容
は
亦
強
制
決
搬
抄
の
名
を
以
て

行
は
れ
る
。
此
等
の
踏
樫
皆
到
州
総
者
明
先
畑
山
と
犯

す
る
を
常
と
し
、
彼
は
江
沼
郡
山
代
の
捌
泉
寺
の
住

俄
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
地
泉
寺
は
良
言
宗
務
-寸一院

の
前
身
で
、
室
町
初
期
以
前
に
在
り
て
は
台
山
市
に
邸

し
て
ゐ
た
。
耕
滋
元
年
八
且
問
先
刊
脈
五
十

一
に
し

て
、
洛
市
川
東
光
寺
に
寂
し
た
。
或
は
臼
〈
、
明
匁
は

一
に
唯
心
閉
山
と
い
ひ
、
大
法
附
枕
に
上
っ
た
と
。
そ

の
悉
去
の
取
は
、
門
下
命
飽
に
よ
り
て
承
製
せ
ら
れ

た。
ミ
ヨ
ウ
カ
9
ジ

明
朗臼
寺

て
、
民
宗一
西
一
恢
に
回
す
る
。

Z
ヨ
ウ
カ

9
ジ

妙

恩
寺

石
川
制
金
石
の
新
町

に
在
っ
て
、
民
宗
束
振
に
回
す
る
。
も
と
河
北
郡
辺

境
に
在
っ
た
が
、
手
保
年
間
今
の
地
に
修
っ
た
。
滞

家
分
脈
系
闘
に
、
河
北
郡
光
現
寺
六
代
制
訟
の
子
長

田
叫
(
覧
永
十

一
日
中
鮮
度
)
を
開
組
と
す
る
。

ミ
ヨ
ウ
カ
タ
ジ

妙
鹿
島守

河
北
部
中
山
に
在
っ

て
、良
宗
京
一
献
に
邸
す
る
。
も
と
道
場
で
あ
っ
た
が
、

明
治
十
二
年
六
月
苛
放
の
公
黙
を
併
さ
れ
た
。

ミ
ヨ
ウ
カ
ヲ
ジ

妙
回目
寺

臥
京
都
郎
被
に
し
在
っ

て
、
民
宗
束
仮
に
閲
す
る
。

ミ
ョ
ウ
ガ
h
F

ニ

名

ヶ
谷

小
手。

刑
制
咋
榔
向
相
聞
に
在
つ

珠
洲
都
市
方
の
内
の

八
三
O

ミ
ョ
ウ
ガ
ダ

小
宰。

名
ヶ
谷

珠
洲
郡
大
谷
の
内
の

Z
ヨ
ウ
ガ
ダ
=

襲
荷
谷
間
山
間
部
庖
の
内
市川
小

字
。
元
政
の
調
お
に
、
峰
村
の
枝
村
山縦
一
畑
谷
村
家
数

三
粁
と
あ
る
。

ξ
ヨ
ウ
ガ
ダ
--

若
荷
谷

の
拍
方
に
在
る
谷
。

Z
ヨ
ウ
ガ
ダ
=

小
字。

能
築
制
大
杉
の
郎
官
町

冥
加
谷

能
尖
榔
阿
伐
の
内
の

Z
ヨ
ウ
カ
ン
イ
ン

妙間
四
院

時
山
部
小
山
に
な

っ
て
、
提
言
宗
に
ぬ
L
、
小
口
山
と
脱
す
る
。
初
め

的
問
七
地
の
午

rけ
山
に
在
っ
て
、
制
批
円
を
安
む
し
た

が
、
前
山
刺
家
の
七
胎
に
間
的
械
の
川
今
の
地
へ
彩
っ

た
と
い
ふ
。
能
殺
名
跡
志
に
、『山
町
宗
妙
限
院
は
小川
町

村
に
あ
り
て
、

一
山
術
bn
石
也
。
北
(
上
邸
内
努
奴
限

な
し
。
』
文
金
子
有
姿
の
能
呂
田
遊
記
に
は
、
『
寺
在
=
子

前
川
岸
↓
悶
而
z
小
山
一
一
虫
病
ν
結
。
田
祐
抱
=
水
間
一

小

山
県
下
宇
石
間
師
お
ν
品H
。
文
理
如
=
刻
銘
石
べ
上
宇
土

山
而
樹
木
裁
位
。
兵
市
而
鉛

vm殻
v門
。
門
上
有

v

位。

可
a

直
塗
=
山
頂
↓
左
有
=
節
加
祐
一
管
=
石
総
-
敏
総

有
=
大
悲
山間寸段
，町一
中

m-摘
出
深
。

可
思坐
耐
望
=山
保
べ』

と
あ
る
。

ミ
ヨ
ウ
カ
ン
ジ

妙
翻
寺

て
、
提
出
町
涼
振
に
m
附
す
る
。

ミ
ヨ
ウ
カ
ン
ジ

妙
感
寺

金
悌
六
斗
林
に
在
っ

て
、
山μ
林
山
と
放
し
、
日
迷
宗
に
凶
し
て
ゐ
た
。
天

正
十
九
年
日
治
小
松
に
寺
地
を
防
付
。
、
前
川
利
仰

の
泌
後
金
制
聞
に
移
っ
て
六
斗
林
木
犯
管
邸
内
に
日
た

が
、
覚
文
十

一
年
間
町
内
に
停
制
押
し、

明
治
の
初
法

照
寺
を
泊
寺
に
併
せ
、
同
二
十
年
木
俊
守
に
合
同
し

て
泊
寺
は
服
せ
ら
れ
た
。

Z
ヨ
ウ
ガ
ン
ジ

名
願
寺

て
、
民
宗
束
僚
に
印
刷
す
る
。

能北大
川山
別
宮
に
在
つ

全
加
仲
間
判
暇
問
に
在
つ


